
 

 

 

 

 

第10回ワークショップが開かれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第12号 

平成19年4月発行 

今小路通り歩行者 

尊重道路専門部会 

 

■ 

整
備
プ
ラ
ン
の
策
定
に
つ
い
て 

 
 

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
10
回
を
数
え
、
委
員
か
ら
提
案
さ

れ
た
具
体
的
な
交
通
規
制
に
関
す
る
プ
ラ
ン
を
全
体
会
議

で
意
見
交
換
を
行
い
ま
し
た
。 

全
体
会
議
の
目
的
は
、
提
案
さ
れ
た
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
、

委
員
一
人
ひ
と
り
の
意
見
や
考
え
方
を
聞
く
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
後
の
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
キ
ン
グ
に
役
立
て
よ
う
と
す
る

も
の
で
す
。 

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
キ
ン
グ
で
は
、
８
つ
あ
る
プ
ラ
ン
の
絞
込

み
を
行
い
、
最
終
的
に
は
１
つ
の
プ
ラ
ン
に
ま
と
め
た
い
と

考
え
て
お
り
ま
す
。 

 
 

今
回
は
、
プ
ラ
ン
１
か
ら
プ
ラ
ン
４
（
プ
ラ
ン
図
参
照
）

の
８
つ
の
プ
ラ
ン
の
う
ち
、
２
つ
の
プ
ラ
ン
に
つ
い
て
意
見

交
換
が
行
わ
れ
、
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

主
な
意
見
と
し
て
、
プ
ラ
ン
１
の
「
正
月
に
施
工
さ
れ
て

い
る
交
通
規
制
を
参
考
に
、
土
日
休
日
は
車
両
進
入
禁
止
」

と
す
る
案
に
つ
い
て
は
、
歩
行
空
間
が
確
保
で
き
、
歩
行
者

の
安
全
性
が
向
上
す
る
と
い
う
意
見
に
対
し
、
地
域
住
民
の

賛
成
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
意
見
も
出
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

プ
ラ
ン
２
の
「
鉄
の
井
か
ら
八
幡
宮
へ
の
右
折
禁
止
、
小

町
通
り
か
ら
の
左
折
禁
止
、
鉄
の
井
の
進
入
禁
止
時
間
の
延

長
」
に
つ
い
て
は
、
鉄
の
井
の
右
折
禁
止
に
よ
り
交
通
量
を

削
減
で
き
る
と
い
う
意
見
に
対
し
、
扇
ヶ
谷
は
高
齢
者
が
多

く
、
病
院
へ
の
行
き
帰
り
が
大
変
不
便
に
な
る
と
い
っ
た
意

見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。 

第12回今小路通り歩行者尊重道路専門部会次第 

１．報告・確認事項 

ア．配布資料の確認 

 イ．第11回専門部会議事録の確認 

２．ワークショップ ～第10回～ 

 整備プランの策定について（第4回） 

  ①前回のおさらい ～集計結果の総括～ 

②提案事項に対する考察結果について 

  ③整備プランの検討 ～全体会議～ 

  ３．本日のまとめ 

４．その他 

第13回専門部会の日程等について 
 



 

   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プラン１＞正月に施行されている交通規制を 
参考に、土日、休日は車両進入禁止とする。 

区間１～
３は許可
車のみ 

正月に施行さ
れている交通
規制を参考に、
土日、休日は車
両進入禁止と
する。 

＜プラン２＞ 鉄の井から八幡宮への右折禁止により交通 
量を削減する。（併せて、小町踏切の扇ガ谷から左折を可と 
する。）小町通りからの左折禁止（７時～１７時）鉄の井の 
進入禁止の時間延長（７時～１８時） 

小町通りから
の左折禁止 
（7時～17時） 

小町踏切の
扇ガ谷から
左折を可 

鉄の井から
八幡宮への
右折禁止。 

鉄の井の
進入禁止
の時間延

＜プラン３－Ａ＞今小路通り⇒鉄の井、御成小学校⇒六 
地蔵方向の終日一方通行とし、歩行空間を拡充する。 

右回り 

左回り 

＜プラン３－Ｂ＞ 寿福寺から鉄の井を東向きの一方通

行にする。 

区間２ 

区間３ 

区間４ 

区間５ 

区間６ 

区間１ 
区間１ 

区間２ 

区間３ 

区間４ 

区間５ 

区間６ 

区間６ 区間６ 

区間５ 区間５ 

区間４ 区間４ 

区間３ 区間３ 

区間２ 区間２ 

区間１ 区間１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
専門部会への意見募集 

 
「今小路通り歩行者尊重道路専門部会」では、整備計画について皆様からのご意見を募集

しています。 

「今小路通り歩行者尊重道路専門部会」事務局（交通政策課）まで、ご意見をお寄せくだ

さい。 

ＴＥＬ：０４６７－２３－３０００（内線２５１１） 

ＦＡＸ：０４６７－２３－５８２０ 

Ｅ－ｍａｉｌ koutsu@city.kamakura.kanagawa.jp 

■
編
集
後
記 

 

自
転
車
が
歩
道
を
走
る
こ
と
は
、
今
で
は
当
た
り

前
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
転
車
が
歩
道
を

走
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
1978
年
の
道
路
交

通
法
の
改
正
か
ら
で
、
車
か
ら
自
転
車
を
守
る
た
め

に
緊
急
避
難
的
な
措
置
で
し
た
。 

た
だ
し
走
れ
る
の
は
標
識
な
ど
で
「
通
行
可
」
と

表
示
さ
れ
た
歩
道
に
限
ら
れ
、「
車
道
よ
り
を
徐
行
」

し
て
「
歩
行
者
の
妨
げ
に
な
る
場
合
は
一
時
停
止
」

す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
現
状

を
見
る
と
「
チ
リ
ン
チ
リ
ン
」
と
ベ
ル
を
鳴
ら
し
て
、

狭
い
歩
道
で
も
我
が
物
顔
で
走
り
回
っ
て
い
ま
す
。

人
通
り
の
多
い
鎌
倉
駅
の
東
西
を
結
ぶ
地
下
道
で

も
、
良
識
の
あ
る
大
人
が
堂
々
と
自
転
車
を
走
ら
せ

て
い
る
光
景
を
目
に
し
ま
す
。 

マ
ナ
ー
の
問
題
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で

で
す
が
、
速
さ
の
違
う
人
と
自
転
車
を
混
在
さ
せ
る

こ
と
自
体
問
題
で
、
現
に
歩
道
で
自
転
車
に
は
ね
ら

れ
て
死
亡
し
た
事
故
も
起
き
て
い
ま
す
。 

警
視
庁
で
は
、
自
転
車
の
歩
道
走
行
を
①
13
歳
未

満
の
子
ど
も
が
運
転
す
る
場
合
、
②
車
道
走
行
が
特

に
危
険
な
場
合
の
、
条
件
付
で
認
め
る
道
路
交
通
法

の
改
正
を
今
国
会
に
提
出
し
て
い
ま
す
。 

本
来
、
車
道
を
走
る
べ
き
自
転
車
が
歩
道
を
走
ら

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
も
、
車
中
心
の
道
路
作
り

や
多
す
ぎ
る
車
が
原
因
で
す
。
自
転
車
も
あ
る
面
、

車
社
会
の
被
害
者
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

人
、
自
転
車
、
車
が
共
存
で
き
る
道
づ
く
り
が
、

「
今
小
路
通
り
歩
行
者
尊
重
道
路
専
門
部
会
」
で
策

定
さ
れ
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

      整備プランの検討シート ～交通規制に関する事項～ 「私の判定」全体集計表 

№ 整備プラン 私の判定 コメント 

 
 
 
 
 
 
1 

 

  

正月に施行されている

交通規制を参考に、土日、

休日は車両進入禁止とす

る。 

 
○ 8 

・ 平日は別に考える。正月の規制に近い方法。地元住民の許可制又
はコミュニティーバス等高齢者に対する配慮が必要。 
・ 土日、休日は解決。但し、正月同様、鎌倉全体でなければ意味がな
い。 
・ 全市内で行うなら可。 
・ 実施してみたいが、取締りが大変だと思われるので、地元の車しか
入りたくないような工夫が必要と思う。 

  △ 3 
・ 面の進入禁止を考えないと実効がないと思われる。 
・ 生活道路なので「土日、休日だけ」は反対。住民の安全を考えるべ
き。土日、休日は外部の人が多い。 

  × 6 ・ 鎌倉全体をしなくては無理なのでは？ 
・ 平日の解決にならない。 

○ ―  

△ 5 
・ ①は反対。②は賛成。 
・ ①×、②③○。 
・ ②はよい。 

 

 

2 × 11 

・ 小町踏切の若宮大路側が混雑すると思われる。 
・ 現状維持しか方法がないのでは？③の時間延長はしたほうがよい。 
・ ①は反対。効果なし。小町踏切の扇ガ谷からの左折は危険で反対。
②③はよい。 

 

① 鉄の井から八幡宮への

右折禁止により交通量を

削減する。（併せて、小町

踏切の扇ガ谷から左折を

可とする。） 

② 小町通りからの左折禁

止（７時～17時） 

③ 鉄の井の進入禁止の

時間延長（７時～１８時） 
未記入 1 ・ ①は反対。②は話題になっていない。③はどちらともいえない。 

 



右回り 

左回り 

右回り 

左回り 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プラン３－Ｃ＞ 今小路通り⇒鉄の井方向の終日一方

通行とし歩行空間を拡充する。 
＜プラン３－Ｄ＞ 御成小学校⇒六地蔵方向

までの一方通行の時間延長。 

＜プラン３－Ｅ＞ 寿福寺⇒鉄ノ井、若宮大路⇒小町踏切、御

成小学校⇒六地蔵方向の終日一方通行とする。鉄の井からはバ

イク進入禁止今小路通りへは、中型トラックの進入禁止。 

＜プラン４＞ 特区として車の速度

制限（２０ｋｍ／ｈ）にする。 
 

区間１ 

区間２ 
区間２ 

区間１ 

区間３ 

区間３ 
区間３ 

区間２ 区間２ 

区間１ 
区間１ 

区間３ 

区間４ 区間４ 

区間４ 
区間４ 

区間５ 区間５ 

区間５ 
区間５ 

区間６ 区間６ 

区間６ 
区間６ 


